
令和元年度雲南省青少年訪問団受入・高校生雲南省派遣業務委託 仕様書 

１ 業務名称  

  令和元年度雲南省青少年訪問団受入・高校生雲南省派遣業務委託 

 

２ 目的 

 雲南省青少年訪問団を本県に招待し、本県中学生や高校生との交流や沿岸被災地等の視察を行う

とともに、本県の高校生を雲南省に派遣し、現地の高校生との交流や世界遺産等の視察を行うこと

により、本県と雲南省との交流を促進すること等を目的とする。 

 

３ 実施期間及び人数 

 (1) 雲南省青少年訪問団受入 

 ア 実施期間 令和元年７月 14日（日）～７月 21日（日） 

 イ 人  数 雲南省の中学生 16名、雲南省の引率者４名、岩手県引率者２名（7月 16日（火）

～7月 19日（金）は４名） 

(2) 高校生雲南省派遣 

 ア 実施期間 令和元年 10月 16日（水）～10月 26日（土） 

 イ 人  数 本県の高校生 16名、岩手県引率者４名 

 

４ 業務内容（行程表及び経費項目は別紙のとおり） 

 (1) 雲南省青少年訪問団（以下「雲南省訪問団」という。）受入 

ア 国内移動の手配に関すること（公共交通機関利用） 

月日（予定） 区間 特記事項 乗車人数 

７月 14日（日） 盛岡駅→東京駅 

東京駅→羽田空港 

盛岡駅から東京駅間は、はやぶさ利

用。雲南省訪問団が乗る羽田空港到

着便に合わせて手配すること。 

大人２名 

７月 15日（月） 東京駅→盛岡駅 東京駅から盛岡駅間は、はやぶさ利

用。盛岡駅に夕方到着する新幹線と

すること。 

中学生 16名 

大人６名 

７月 21日（日） 盛岡駅→東京駅 

東京駅→羽田空港 

盛岡駅から東京駅間は、はやぶさ利

用。雲南省訪問団が乗る羽田空港出

発便に合わせて手配すること。 

中学生 16名 

大人６名 

７月 21日（日） 羽田空港→東京駅 

東京駅→盛岡駅 

東京駅から盛岡駅間は、はやぶさ利

用。 

大人２名 

 

イ 国内移動用借り上げバス（中型バス以上）の手配に関すること（運転手、バスガイド含む。） 

日時（予定） 運行地域 乗車人数 

７月 14日（日） 

 

羽田空港→東京都内ホテル 中学生 16名 

大人  ６名 

７月 15日（月） 

 

東京都内ホテル→東京都内（文京区、墨田区、台東区、

千代田区）→東京駅 

同上 

７月 16日（火） 

 

岩手県盛岡市内→岩手県花巻市 中学生 16名 

大人  ８名 

７月 17日（水） 

 

岩手県花巻市→岩手県釜石市 同上 

７月 18日（木） 岩手県釜石市→岩手県遠野市→岩手県矢巾町→岩手県

盛岡市 

同上 

７月 19日（金）    岩手県盛岡市→岩手県平泉町→岩手県奥州市→ 

岩手県盛岡市 

同上 



 

ウ 宿泊場所の手配に関すること 

月日及び宿泊場所 内容 部屋数 

７月 14日（日） 

【東京都内】 

以下のホテルから手配すること。 

・ 浅草ビューホテル 

・ ホテル京阪浅草 

・ レッドプラネット 浅草 東京 

・ ヴィアイン浅草 

※ 上記ホテルの確保が困難な場合には、東京大学  

から車で 30分圏内の上記ホテルと同等クラスのホ

テルとすること。 

ツイン ８室

シングル６室 

（朝食付き） 

７月 15日（月） 

７月 18日（木） 

７月 19日（金） 

７月 20日（土） 

【盛岡市内】 

次の優先順位でホテルを手配すること。 

① ホテルメトロポリタン盛岡本館 

② ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 

③ アートホテル盛岡 

※１ 上記ホテルの確保が困難な場合には、同等ク

ラスのホテルとすること。 

※２ 盛岡駅からホテルまで徒歩で 10分以上要する 

  場合は、ホテルまでの交通手段を確保すること。 

※３ 原則として 15(月)、18日(木)は同じホテルと

すること。 

７月 15日（月） 

７月 18日（木） 

ツイン ８室

シングル４室 

７月 19日（金） 

７月 20日（土） 

シングル４室 

（上記いずれ

も朝食付き） 

７月 16日（火） 

【花巻温泉】 

花巻温泉 ホテル千秋閣 

※ 同ホテルを確保できない場合には同ホテルと同 

 等以上とすること。 

４名利用４室 

１名利用８室 

（朝食付き） 

７月 17日（水） 

【釜石市及び近郊】 

ホテルフォルクローロ三陸釜石 

※ 同ホテルを確保できない場合には同ホテルと同 

 等以上とすること。 

ツイン ８室 

シングル８室 

（朝食付き） 

※客室は全て禁煙とすること。また、客室内又はホテル内に無料 Wi-Fiが設置されているホ 

テルとすること。 

 

エ 食事の手配に関すること（一人当たりの食事代については別途指定）    

月日 内容（場所） 人数 

７月 14日（日） 夕食（東京都内） 22名 

７月 15日（月） 昼食（東京都内） 

夕食（岩手県盛岡市内） 

22名 

22名 

７月 16日（火） 昼食（岩手県盛岡市内） 24名 

７月 17日（水） 昼食（岩手県釜石市内） 

夕食（岩手県釜石市内） 

24名 

24名 

７月 18日（木） 昼食（岩手県遠野市内） 

夕食（岩手県盛岡市内） 

24名 

24名 

７月 19日（金） 昼食（岩手県奥州市内） 

夕食（岩手県盛岡市内） 

24名 

６名 

７月 20日（土） 昼食（岩手県盛岡市内） 

夕食（岩手県盛岡市内） 

６名 

６名 

      

  オ 県主催歓迎夕食会の開催に関すること 

（ア）日  時 ７月 16日（火）午後６時開始 

（イ）場  所 花巻温泉内宿泊ホテル宴会場 

（ウ）人  数 35名 
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（ウ）手配事項 ・夕食の手配（飲料含む） 

        ・宴会場における装飾及び歓迎看板の設置（看板表示は別途指示） 

        ・その他夕食会の開催に必要なこと 

       

カ 視察先施設への入場、ガイド等の手配に関すること 

月日 内容 人数 

７月 15日（月） ・東京スカイツリー、浅草寺、皇居 

（バスガイドによる案内で可。） 

中学生 16名 

大人６名 

７月 16日（火） ・盛岡城跡公園、桜山神社、石割桜、もりおか歴史文

化館（全てバスガイドによる案内で可。） 

中学生 16名 

大人８名 

７月 18日（木） ・遠野ふるさと村 

（バスガイドによる案内で可。） 

・うのすまい・トモス 

（防災ガイドをつけること。） 

・鵜住居復興スタジアム 

（ガイドをつけること。） 

同上 

７月 19日（金） ・中尊寺 

（観光ガイドをつけること。） 

同上 

 

キ 記念品の手配に関すること 

    雲南省中学生・雲南省引率者への記念品の手配・購入 

    ※品目については、県と協議して決定すること。 

  

ク 諸雑費の支出に関すること 

    (ア) バス駐車料金 

    (イ) 高速道路利用料金 

 (ウ) 水（ペットボトル）500ml×336本 

 

 (2) 高校生雲南省派遣 

  ア 航空券の手配に関すること（空港施設利用料、燃油サーチャージ、航空保険料込み） 

日時 区間 搭乗者数 

10月 16日（水） 

 

いわて花巻空港→上海浦東空港（※便指定） 高校生 16名 

大人４名 

10月 18日（金） 上海虹橋空港（又は上海浦東空港）→ 

              昆明長水国際空港 

（※午後５時頃までに到着する便とすること。） 

同上 

10月 25日（金） 麗江三義空港→上海虹橋空港（又は上海浦東空港） 同上 

10月 26日（土） 上海浦東空港→いわて花巻空港（※便指定） 同上 

 

  イ 渡航先での移動用借上バス（全行程に現地ガイドをつけること。）の手配に関すること 

  月日 内容 乗車人員 

10月 16日（水） 上海浦東空港→上海市内 高校生 16名 

大人４名 

10月 17日（木） 上海市内 高校生 16名 

大人４名 

10月 18日（金） 上海市内→上海虹橋空港（又は上海浦東空港） 高校生 16名 

大人４名 

10月 25日（金） 上海虹橋空港（又は上海浦東空港）→上海市内 高校生 16名 

大人４名 



10月 26日（土） 上海市内→上海浦東空港発 高校生 16名 

大人４名 

 

ウ 宿泊場所の手配に関すること 

月日及び宿泊場所 内容 部屋数 

10月 16日（水） 

10月 17日（木） 

10月 25日（金） 

【上海市内】 

上海吉臣酒店 

※１ 上記ホテルが確保できない場合は、同クラ

スのホテルとすること。 

※２ 客室は全て禁煙とすること。また、客室内

又はホテル内に無料 Wi-Fiが設置されているホ 

テルとすること。 

ツイン８室 

シングル４室 

（朝食付き） 

      

エ 食事の手配に関すること（一人当たりの食事代については別途指定） 

月日 内容（場所） 人員 

10月 16日（水） 夕食（上海市内） 高校生 16名 

大人４名 

10月 17日（木） 昼食（上海市内） 

夕食（上海市内） 

高校生 16名 

大人４名 

10月 25日（金） 夕食（上海市内） 高校生 16名 

大人４名 

   

オ 視察先施設への入場等の手配に関すること 

月日 内容 人数 

10月 25日（金） ・上海市内視察予定先；外灘、上海環球金融中心（100

階まで入館）、豫園（不入場） 

（現地ガイドによる案内で可。） 

中学生 16名 

大人４名 

 

カ 記念品の手配に関すること 

    雲南省訪問先への記念品の手配・購入 

※品目については、県と協議して決定すること。 

 

ク 諸雑費の支出に関すること 

    (ア) 渡航先で利用する携帯電話及び Wi-Fiレンタル料（利用料含む） 

 

(3) 共通事項 

  航空機を含めた交通機関の利用便、バスによる移動行程、宿泊施設、食事会場及び視察施設等

については、県と協議の上決定するものとする。 

 

(4) 報告書の作成 

視察業務の内容を取りまとめた報告書（Ａ４判）を県と協議の上作成し、電子媒体光ディス

ク（ＣＤ－Ｒ等）に格納の上、令和元年 12月 25日（火）までに県に提出すること。 

また書面でも２部提出すること。 

 

(5) 納品成果物等 

報告書 紙媒体２部、ＣＤ－Ｒ等２枚 

 

５ 契約に関する条件 

(1) 再委託等の制限 

   ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 



   イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の

内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対し

てあらかじめ文書で協議しなければならない。 

 

(2) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

   ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由

を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

   イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行に

つき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、

必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

   ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措

置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10日以内に、県に対して文書により通知しなけ

ればならない。 

 

(3) 権利の帰属等 

本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関

しては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとするが、そ

の詳細については、県及び受託者間で協議の上、別途契約書により定める。 

 

(4) 機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開

示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

 

(5) 個人情報の保護 

受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護条例（平成 13年

３月 30日岩手県条例第７号）を遵守しなければならない。 


